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資本費平準化債とは

＜概要＞

法適後の下水道事業では、使用料水準を資本費（減価償却費＋利息）を考慮して検討するが、下水道事業

債の元金償還期限（最長40年）と下水処理施設の減価償却期間（最長50年）が異なっていることから、元

金償還金と減価償却費との差について、構造的に資金不足が生じるという課題がある。

すなわち、減価償却費を使用料で賄うことができたとしても、償還額の方が大きいため、資金不足が生じる。

当該資金不足を解消すること、及び下水道資本整備に係る世代間負担の公平性を図ることを目的として措置さ

れた地方債が資本費平準化債である。

年間償還額

125万円 年間減価

償却額

100万円

年間不足額

25万円

R1～R40年で年間25万円

（計1,000万円）の不足額が

生じる！

資本費平準化債
不足額についてR1～R40年で新たに借入を行い、

R41～R50年に返済を行う

下水処理施設はR41年以降も使用されるから、

結果的に使用する将来世代にも負担させることができる

年

万円　　

償還年限

減価償却費　　

耐用年数

R40 R50H30

平準化債償還金

125

120

平準化債を用いて、減価償却を超

える償還分を将来に繰り延べる

元金償還金

例：建設改良費 5,000万円（H30年に支出、財源は全額を事業債で賄う場合）

年間償還額：125万円（＝5,000万円÷40年：R1～R40年で発生）

年間減価償却額：100万円（＝5,000万円÷50年：R1～R50年で発生）
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令和6年度より資本費平準化債の枠（発行可能額）が拡充されました。

元金償還総額

（資本費平準化
債償還額を除く）

減価償却額

相当額等

発行可能額

従来（~R5） 拡充後（R6~）

元金償還総額

減価償却額

相当額等

発行可能額

資本費平準化債発行可能額

＝元金償還金総額ー資本費平準化債の元金償還金

ー減価償却費相当額等

資本費平準化債発行可能額

＝元金償還金総額ー減価償却費相当額等

令和6年度より、資本費平準化債発行可能額について赤字部分が削除となり、発行可能額の拡充が行われました。

⇒従来は年間元金償還総額のうち、過去に発行した資本費平準化債に係る償還額については、資本費平準化債の発

行可能額の枠には含まれませんでしたが、今回の拡充によって、過去に発行した資本費平準化債に係る償還額について
も発行可能額の計算に含めることができるようになりました
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出所：総務省「下水道事業における資本費対する繰出基準について」9ページ

〇平成２６年度の地方公営企業繰り出し金について（通知）（抄）
3

【参考】総務省資料
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出所：総務省自治財政局「令和６年度地方財政対策の概要（令和5年12月22日）」19ページ
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